
台風１２号による住宅被害に対する

住宅相談について

平成 23 年 9 月９日

台風 12 号により多くの住宅が被害を受けていることから、

住宅被害を受けた方を対象に住宅相談窓口を設置し、住まいの

確保・再建のための支援制度の説明を行政職員及び住宅金融支

援機構職員により開催します。

【概 要】

日 程 平成 23 年 9 月 14 日（水）～15 日（木）

時 間 10:00～17:00

場 所 紀宝町神内保健センター

内 容 住宅被害を受けた方を対象にした支援制度の説明

・災害復興住宅融資の案内

・公営住宅等への入居案内

・災害救助法に基づく住宅の応急修理に関する案内
【相談主体】

紀宝町、三重県、独立行政法人住宅金融支援機構

【相談会のお問い合わせ先】

紀宝町産業建設課 電話 0735-33-0336
三重県県土整備部住宅室 電話 059-224-2720


